
ＩＴアドバイザーを活用した「電子納品推進事業」実施要領 

 

（目的） 

第１ この要領は、特に中小規模の建設工事及び建設工事に係る委託業務（以下「工事等」とい

う。）における電子納品を推進するため、ＩＴアドバイザーを活用した工事等（以下「電子

納品推進事業」という。）の実施方法等を定め、公共土木工事におけるＣＡＬＳ/ＥＣの推

進とＩＴ化による中小建設産業における構造改革の推進を図ることを目的とする。 

 

（ＩＴアドバイザーの定義） 

第２ この要領における「ＩＴアドバイザー」とは、ＣＡＬＳ/ＥＣインストラクター等の有資

格者又はそれと同等以上の知識やノウハウを有する者で、特定非営利活動法人（以下「ＮＰ

Ｏ」という。）等の組織で活動するなど公益的な視点で電子納品や建設業のＩＴ化などをサ

ポートできる技術者のことを指します。ＩＴアドバイザーは、受注者が自主的に行う電子納

品等の「支援者」であり、業務の「代行」は行わないものとする。 

 

（実施内容） 

第３ 電子納品推進事業では、工事等の実施に際して、以下の各時点でＩＴアドバイザーから適

切なアドバイスを受けること等により、受発注者協議の円滑化と電子納品に対する理解と技

術力向上を図り、電子納品成果物の品質向上を図るものとする。 

１）着手時協議 

電子納品推進事業の着手時に、工事等の期間中の電子納品に関する疑問を解消し円滑に電

子納品を実施するため、「着手時チェックシート」を用いて受発注者間で電子納品の対象書

類やファイル形式について協議するとともに、データバックアップ体制やコンピュータウィ

ルス対策方法について確認を行う際に、ＩＴアドバイザーが立ち合い、協議の助言・指導等

を行う。 

２）検査・納品前協議 

電子納品推進事業の完成検査・納品前に、受発注者双方が「検査前協議チェックシート」

を用いて確認する電子成果品に対する円滑な検査実施を確保するための協議、及び「納品時

チェックシート」を用いて確認する電子成果品に対する検査内容を記録するための協議の際

に、ＩＴアドバイザーが立ち合い、協議の助言・指導等を行う。 

３）受注者による事前準備派遣、施工中の随時派遣依頼（全額受注者負担） 

前記１）及び２）以外で受注者が必要に応じてＩＴアドバイザーの派遣を依頼して実施す

る。 

４）工事等の期間中における情報共有 

受注者、発注者及びＩＴアドバイザーとの協議、連絡調整、定期的な報告を行うため、電

子メール（メーリングリスト）を用いた情報共有を実施する。 

 

（対象工事等の選定） 

第４ 電子納品推進事業の対象は、以下に示す工事等とする。 

１）予定価格が３，０００万円未満の建設工事のうち、発注機関の長が電子納品推進事業に指定

した工事 

２）上記以外で、発注機関の長が電子納品推進事業の対象と認めた工事等 

 



（入札公告における明示） 

第５ 電子納品推進事業の発注は、以下の各号の定めるとおり行うこととする。 

１） 入札公告の「５ その他の入札条件」に「電子納品推進事業」対象工事である旨明示を行

う。 

２） 別紙１に示す特記仕様書（例）を参考に、必要事項を明示し設計図書として添付する。 

 

（経費の計上） 

第６ 電子納品推進事業におけるＩＴアドバイザーの派遣経費（以下「経費」という。）は、長

野県建設部「積算基準及び標準歩掛」における共通仮設費の技術管理費の積算に基づき、以

下に示す経費を計上する。  

１） 発注者が共通仮設費の技術管理費に積み上げ計上する経費 

派遣内容 回数 経費（税抜き） 内容 

着手時協議 １ ２５，０００円 

場所：発注機関 

派遣時間：半日単位（４時間）を標準 

検査・納品前協議 １ ２５，０００円 

場所：発注機関 

派遣時間：半日単位（４時間）を標準 

計 ２ ５０，０００円 

※派遣経費には、ＩＴアドバイザーの準

備・移動経費を含む。 

 

２） 受注者が必要に応じて実施する随時派遣依頼の経費（全額受注者負担） 

派遣内容 経費（税抜き） 備考 

事前準備派遣 

派遣費用（１時間５，０００円） 

＋事務手数料（１０％）＋交通費（実費） 

派遣時間は、１日５時間を

標準とする。講習会、作成

支援等。 

施工中の 

随時派遣 

 

３） 上記１）を計上した工事において、受発注者協議により、ＩＴアドバイザーの派遣が不要

と判断された場合は、当該経費を減額精算するものとする。 

 

（環境の整備） 

第７ 受注者は、工事着手に先立ち現場事務所においてインターネット環境の整備を行い、電子

メール（メーリングリスト）による情報共有が行えるようにするものとする。 

 

（事前準備） 

第８ 受注者及び発注者の担当者は、この電子納品推進事業の実施に際しては、実施効果を高め

るために、基本的な電子納品要領・基準（案）や運用ガイドライン等について、着手時協議

前までに事前準備を行っておくものとする。また、受注者は、必要に応じて事前準備のため

の派遣をＩＴアドバイザーに行うものとする。 

＜参考＞事前準備に関する研修の例 

・長野県建設技術センター：ＣＡＬＳ／ＥＣ電子納品実務研修（工事編・業務編） 

・    〃      ：デジタル写真管理研修 

・    〃      ：ＣＡＤ（入門・実務）研修 

 



（ＩＴアドバイザーの派遣依頼） 

第９ 発注者は、対象工事等の契約後、受注者に対し「電子納品推進事業」の実施及び派遣依頼

するＮＰＯ等（以下「派遣団体」という。）について確認する。 

受注者は、派遣団体に対し、ＩＴアドバイザーの派遣依頼、協議日時の連絡調整及び経費

の支払い等の手続きを行う。なお、経費の支払いは、着手時協議終了後速やかに全額を納入

するものとする。 

＜参考＞ＮＰＯの例  長野県ＩＴアドバイザーセンター 

〒381-2223 長野市里島８番地２（小林ビル２階） 

tel:026-292-7411  e-mail:info@it-ad.com 

 

（しゅん工・完了時の確認） 

第１０ 受注者は、電子納品推進事業の実施内容を確認するため、下記の書類を納品電子媒体と

合わせて、しゅん工・完了検査時に提出する。 

・ 「着手時チェックシート」 

・ 「検査前協議チェックシート」 

・ 「納品時チェックシート」 

 

（県と派遣団体の情報交換） 

第１１ 県と派遣団体は、電子納品の運用に関して、随時情報交換を行う。また、派遣団体は、

４半期毎にＩＴアドバイザーの派遣状況等を取りまとめ、県に報告するものとする。 

 

（情報共有） 

第１２ 受注者、発注者の連絡調整は、基本的に電子メール（メーリングリスト）を用いて行う。

メーリングリストを設定する際は、以下の設定を標準に発注者が作成・管理するものとする。 

グループ名 「cals-」＋「事務所名（２～３文字）」＋「事務所整理番号（３桁）」 

（例）cals-長野 015、cals-土尻川 006 

ＭＬアドレス 「cals-」＋「事務所名（半角英）」＋「事務所整理番号（３桁）」 

（例）cals-nagano015＠・・・、cals-doririgawa006＠・・・ 

参加者 

※管理者の承

認が必要 

発注者：監督員（管理者）、担当係長、その他ＣＡＬＳ推進員など 

受注者：現場代理人、主任技術者、その他情報共有担当者など 

※ＩＴアドバイザーも参加可能 

公開・非公開 非公開 

その他 ・個人情報の保護、非公開情報の漏洩等に十分配慮すること。 

・無料ＭＬには広告が付記されるため、発注者からは以下の文を添付する。 

「このＭＬに付記される広告等は、県とは一切が関係ありません。」 

 

（適用） 

第１３ この要領は、平成１９年４月１日から適用する。 

第１４ 平成２４年５月１日一部改正 



【参考】 

１ 電子納品推進事業の概要 

 

２ 電子納品推進事業のフロー 

【発注者】                     【受注者】 

・電子納品対象工事等の明示 

・電子納品推進事業の明示 

 

（事前準備に関する研修、  事前準備派遣の実施等）  

 

 ・電子納品推進事業の実施確認           ・現場事務所等におけるインターネ 

・メーリングリストの設定              ット環境の整備 

・ＩＴアドバイザー派遣団体へ 

の情報提供                   ・ＩＴアドバイザー派遣団体への派遣

依頼、協議日時の連絡 

・ＩＴアドバイザー派遣団体へ経費

支払い（経費計上額全額） 

 

・必要に応じて派遣依頼（全額受注

者負担） 

 

・ＩＴアドバイザー派遣団体への派

遣依頼、協議日時の連絡 

 

・必要な修正等を行った上で最終納

品媒体を作成 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人等の 

ＩＴアドバイザー 

派遣団体 

発注者 受注者 

受発注者協議時における 

ＩＴアドバイザーの派遣 

・IT アドバイザーの依頼 

・経費の支払い（着手時協

議終了後） 

工事等の発注（電子納品推進

事業の明示、経費の計上） 

着手時、検査・納品時協議 

受注者からの別途依頼に

より実施する施工中派遣 
電子納品の運用に 

係る協議・情報交換等 

入札公告 

契約・着手 

着手前協議 

工事

検査・納品前協議 

検査・納品

※情報共有による連絡調

整、実施状況の確認 


